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１１１１    目目目目        的的的的    

幼児教育の充実策の一環として取り組む公立幼稚園の再編に伴う財源等を

活用し、保護者の所得に関わらず、すべての就学前の子どもが、質の高い幼

児教育を等しく受けることができる機会を保障することを目的とします。 

 

 

２２２２    対象年齢対象年齢対象年齢対象年齢    

市内在住の４歳・５歳児（満４歳に達する日以後の最初の４月１日から小

学校就学の始期に達するまでの者）とします。 

 

 

 

 

 

   

    

    

    

    

３３３３    対象施設対象施設対象施設対象施設    

   以下の基準を踏まえて、市が指定する就学前施設（幼稚園・保育所・認定

こども園）を対象とします。 

・所在地が市内であること。 

・認可を受けていること。 

・「伊丹市幼児教育ビジョン・カリキュラム」に基づく、教育・保育計画を

有すること。 

 

 

 

 

 

 

 

        

【対象外施設】 

� 市外の就学前施設 

� 認可外保育施設（ただし、保育所の待機児童を受け入れている場合は

別制度で対応します。）⇒第 4 章－15 参照 

【３歳児への拡大について】 

・まずは、小学校教育への滑らかな接続を図ることを目指し、４・５歳

児を対象とします。 

・３歳児への拡大は、今後、更に、基礎児童数の減少が予測されること

から、更なる公立幼稚園の再編を行う必要が想定され、その財源を活用

して実施します（更なる公立幼稚園の再編は、今後、審議会等にお諮り

し決定します。）。 
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４４４４    対象経費対象経費対象経費対象経費    

（１）基本的考え方（１）基本的考え方（１）基本的考え方（１）基本的考え方    

幼稚園・保育所・認定こども園にかかる「教育費」とします。 

    

（２）幼稚園保育料（１号認定）（２）幼稚園保育料（１号認定）（２）幼稚園保育料（１号認定）（２）幼稚園保育料（１号認定）    

幼稚園保育料の全額（※実費負担などを含まない）を対象経費とします。 

    

（３）保育所保育料（２号認定）（３）保育所保育料（２号認定）（３）保育所保育料（２号認定）（３）保育所保育料（２号認定）    

保育所保育料のうち教育費相当として約５０％（※実費負担などを含ま

ない）を対象経費とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

（４）認定こども園（１号認定・２号認定）（４）認定こども園（１号認定・２号認定）（４）認定こども園（１号認定・２号認定）（４）認定こども園（１号認定・２号認定）    

認定区分に応じ、幼稚園保育料（１号認定）、保育所保育料（２号認定）

に準じて対象経費とします。 

    

（５）私学助成を受ける（５）私学助成を受ける（５）私学助成を受ける（５）私学助成を受ける私立幼稚園私立幼稚園私立幼稚園私立幼稚園    

保育料・入園料（※実費負担などを含まない）を対象経費とします。 

    

    

    

    

    

        

（※）実費負担などは対象となりません。 

各幼稚園等で定める給食費、預かり保育、延長保育、教材費、通園バ

ス代などの保護者の実費負担は従来どおり保護者の負担となります。 

 

【保育所保育料（２号認定）教育費相当の考え方】 

 国が示す保育所保育指針におきまして、保育所の役割として、「保育

所における環境を通して、養護及び教育を一体的に行うことを特性とし

ている。」とされております。  

 しかしながら、保育所における養護と教育の割合は明確に決まってお

らず、保育所保育料（２号認定）のうち、どの程度が教育費相当かは市

独自で設定する必要があります。 

そこで、国基準における幼稚園保育料（１号認定）と保育所保育料（２

号認定）の比率により、教育費相当を概ね５０％とみなします。  
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５５５５    実施方法実施方法実施方法実施方法    

（１）基本的考え方（１）基本的考え方（１）基本的考え方（１）基本的考え方    

平成３０年度から ４・５歳児の対象経費の「半額」を無償化します。 

平成３２年度から ４・５歳児の対象経費の「全額」を無償化します。 

    

（２）幼稚園保育料（１号認定）（２）幼稚園保育料（１号認定）（２）幼稚園保育料（１号認定）（２）幼稚園保育料（１号認定）    

・平成３０年度から ４・５歳児の保育料の「半額」を無償化 

・平成３２年度から ４・５歳児の保育料の「全額」を無償化 

 

  《イメージ図》 

 

（※）延長保育や教材費などの保護者の実費負担などは対象となりません。 

無償部分

幼稚園

保育料

（１号）
無償部分

無償部分

【半額無償化】 【半額無償化】 【全額無償化】

H30年度 H31年度 H32年度

21,500円

例）私立幼稚園

第５階層の場合

10,750円 10,750円 0円

4・5歳児
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（３）保育所保育料（２号認定）（３）保育所保育料（２号認定）（３）保育所保育料（２号認定）（３）保育所保育料（２号認定）    

・平成３０年度から ４・５歳児の保育料のうち約５０％（＝教育費相当） 

の「半額」を無償化 

⇒現行の保育料全体の２５％を無償化 

・平成３２年度から ４・５歳児の保育料のうち約５０％（＝教育費相当） 

の「全額」を無償化 

⇒現行の保育料全体の５０％を無償化 

 

《イメージ図》 

 

 

（※）延長保育や教材費などの保護者の実費負担などは対象となりません。 

 

 

（４）認定こども園保育料（１号認定・２号認定）（４）認定こども園保育料（１号認定・２号認定）（４）認定こども園保育料（１号認定・２号認定）（４）認定こども園保育料（１号認定・２号認定）    

・認定区分に応じ、幼稚園保育料（１号認定）、保育所保育料（２号認定）

に準じて段階的に無償化 

無償部分

【半額無償化】 【半額無償化】 【全額無償化】

H30年度 H31年度 H32年度

無償部分 無償部分

教育費相当

（全体の約50％）

養護費相当

保育所

保育料

（２号）

34,800円

例）保育所

第８階層の場合

26,100円 26,100円 17,400円

17,400円

4・5歳児

17,400円 17,400円

8,700円 8,700円
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（５）（５）（５）（５）私学助成を受ける私学助成を受ける私学助成を受ける私学助成を受ける私立幼稚園私立幼稚園私立幼稚園私立幼稚園    

・平成３０年度から ４・５歳児の保育料・入園料から就園奨励費補助金

の額を差し引いた残余の額の「半額」を補助（ただし、就園奨励費補助

金との合計額で年額 308,000 円を上限） 

・平成３２年度から ４・５歳児の保育料・入園料から就園奨励費補助金

の額を差し引いた残余の額の「全額」を補助（ただし、就園奨励費補助

金との合計額で年額 308,000 円を上限） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《イメージ図》 

 

（※）延長保育や教材費などの保護者の実費負担などは対象となりません。 

 

    

 

【半額無償化】 【半額無償化】 【全額無償化】

H30年度 H31年度 H32年度

無償部分 無償部分
無償部分

各私立幼

稚園の保

育料・入園

料の設定

により異な
ります。

私立幼稚園

保育料

（私学助成）

13,400円 6,700円 6,700円 0円

11,600円

4・5歳児

就園奨励費補助金

25,000円
例）私立幼稚園（保育料25,000円/月と仮定）

第３階層の場合

月額保育料

差引自己負担額

【就園奨励費補助金とは】 

幼稚園教育における保護者負担の公・私間格差を是正するため、

伊丹市に在住し、私立幼稚園に通園する満 3 歳児（満 3 歳に達した

時点で翌年の 4 月を待たずに入園した子ども）または 3・4・5 歳児

（年少・年中・年長）に対し、市民税の所得割課税額等に応じて補

助金を交付する制度です。 

 ただし、「子ども・子育て支援新制度」に移行した私立幼稚園に通

園されている場合は、あらかじめ就園奨励費補助金を踏まえた保育

料設定となっているため、この制度の対象となりません。 
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６６６６    実際の保育料（利用者負担額実際の保育料（利用者負担額実際の保育料（利用者負担額実際の保育料（利用者負担額）等）等）等）等    

（１）（１）（１）（１）幼稚園保育料（１号認定）幼稚園保育料（１号認定）幼稚園保育料（１号認定）幼稚園保育料（１号認定）（実費負担などを含まず）    

《現 行》                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第３子以降は無料 

 

 

  《平成３０年度～（半額無償化）》           

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第2子

1 0 0 0 0 0 0

2ー1 非課税 ※要保護 0 0 0 0 0 0

2ー2 均等割のみ 1,000 0 2,000 0 3,000 0

※要保護 2,100 0 2,350 0 3,000 0

4,200 2,100 4,700 2,350 11,900 5,950

※要保護 3,000 0 3,000 0 3,000 0

6,300 3,150 7,100 3,550 11,900 5,950

※要保護 3,000 0 3,000 0 3,000 0

9,900 4,950 10,100 5,050 11,900 5,950

4 12,400 6,200 13,900 6,950 16,300 8,150

5 15,400 7,700 18,300 9,150 21,500 10,750

（1人当たりの月額）

77,101-211,200円

211,201円以上

生活保護

3ー1 1-47,400円

3ー2
47,401-

58,200円

階層 市民税所得割

公立

（平成30年度入園）

3ー3
58,200-

77,100円

第1子 第2子 第1子 第2子

（平成29年度入園）
私立

第1子

 

1 0 0 0 0 0 0

2ー1 非課税 ※要保護 0 0 0 0 0 0

2ー2 均等割のみ 500 0 1,000 0 1,500 0

※要保護 1,050 0 1,170 0 1,500 0

2,100 1,050 2,350 1,170 5,950 2,970

※要保護 1,500 0 1,500 0 1,500 0

3,150 1,570 3,550 1,770 5,950 2,970

※要保護 1,500 0 1,500 0 1,500 0

4,950 2,470 5,050 2,520 5,950 2,970

4 6,200 3,100 6,950 3,470 8,150 4,070

5 7,700 3,850 9,150 4,570 10,750 5,370

（1人当たりの月額）

3ー2
47,401-

58,200円

3ー3
58,200-

77,100円

77,101-211,200円

211,201円以上

第1子 第2子 第1子 第2子

生活保護

3ー1 1-47,400円

（平成30年度入園）（平成29年度入園）

公立

階層 市民税所得割
私立

第1子 第2子
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  《平成３２年度～（全額無償化）》 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1 0 0 0 0

2ー1 非課税 ※要保護 0 0 0 0

2ー2 均等割のみ 0 0 0 0

※要保護 0 0 0 0

0 0 0 0

※要保護 0 0 0 0

0 0 0 0

※要保護 0 0 0 0

0 0 0 0

4 0 0 0 0

5 0 0 0 0

（1人当たりの月額）

77,101-211,200円

211,201円以上

生活保護

3ー1 1-47,400円

3ー2
47,401-

58,200円

3ー3
58,200-

77,100円

階層 市民税所得割
公立 私立

第1子 第2子 第1子 第2子
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（２）（２）（２）（２）保育所保育料（２号認定）保育所保育料（２号認定）保育所保育料（２号認定）保育所保育料（２号認定）（実費負担などを含まず）    

《現 行》 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※第３子以降は無料となります。 

 

 

 

 

 

※第３子以降は無料 

 

  

 

第2子

1 0 0 0 0

2ー1 ※要保護 0 0 0 0

2ー2 5,000 0 5,000 0

※要保護 5,000 0 4,950 0

10,000 5,000 9,900 4,950

※要保護 6,000 0 6,000 0

14,000 7,000 13,800 6,900

※要保護 6,000 0 6,000 0

17,600 8,800 17,300 8,650

※要保護 6,000 0 6,000 0

21,600 10,800 21,300 10,650

※要保護 6,000 0 6,000 0

27,000 13,500 26,600 13,300

27,000 13,500 26,600 13,300

5ー1 31,540 15,770 31,100 15,550

5ー2 31,540 15,770 31,100 15,550

6ー1 31,540 15,770 31,100 15,550

6ー2 31,540 15,770 31,100 15,550

7ー1 31,540 15,770 31,100 15,550

7ー2 31,540 15,770 31,100 15,550

8 34,800 17,400 34,200 17,100

階層 市民税所得割

4歳以上

標準 短

第1子 第2子 第1子

生活保護

非課税

3ー1 均等割のみ

3ー2
1-48,600

円

4ー1
48,601-

50,900円

4ー2
50,901-

54,700円

4ー3

54,701-

77,100円

77,101-97,000円

97,001-108,400円

108,401-169,000円

169,001-190,300円

190,301-301,000円

301,001-339,000円

339,001-397,000円

397,001円以上

（1人当たりの月額）
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《平成３０年度～（教育費相当（保育料の約５０％）の半額無償化）》 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0 0 0 0

2ー1 ※要保護 0 0 0 0

2ー2 3,750 0 3,750 0

※要保護 3,750 0 3,710 0

7,500 3,750 7,420 3,710

※要保護 4,500 0 4,500 0

10,500 5,250 10,350 5,170

※要保護 4,500 0 4,500 0

13,200 6,600 12,970 6,480

※要保護 4,500 0 4,500 0

16,200 8,100 15,970 7,980

※要保護 4,500 0 4,500 0

20,250 10,120 19,950 9,970

20,250 10,120 19,950 9,970

5ー1 23,650 11,820 23,320 11,660

5ー2 23,650 11,820 23,320 11,660

6ー1 23,650 11,820 23,320 11,660

6ー2 23,650 11,820 23,320 11,660

7ー1 23,650 11,820 23,320 11,660

7ー2 23,650 11,820 23,320 11,660

8 26,100 13,050 25,650 12,820

（1人当たりの月額）

108,401-169,000円

169,001-190,300円

190,301-301,000円

301,001-339,000円

339,001-397,000円

397,001円以上

4ー2
50,901-

54,700円

4ー3

54,701-

77,100円

77,101-97,000円

97,001-108,400円

3ー1 均等割のみ

3ー2
1-48,600

円

4ー1
48,601-

50,900円

標準

第1子 第2子 第1子

生活保護

非課税

4歳以上

短

第2子

階層 市民税所得割
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  《平成３２年度～（教育費相当（保育料の約５０％）の全額無償化）》 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

適用 適用 適用 適用

1 0 0 0 0

2ー1 ※要保護 0 0 0 0

2ー2 2,500 0 2,500 0

※要保護 2,500 0 2,470 0

5,000 2,500 4,950 2,470

※要保護 3,000 0 3,000 0

7,000 3,500 6,900 3,450

※要保護 3,000 0 3,000 0

8,800 4,400 8,650 4,320

※要保護 3,000 0 3,000 0

10,800 5,400 10,650 5,320

※要保護 3,000 0 3,000 0

13,500 6,750 13,300 6,650

13,500 6,750 13,300 6,650

5ー1 15,770 7,880 15,550 7,770

5ー2 15,770 7,880 15,550 7,770

6ー1 15,770 7,880 15,550 7,770

6ー2 15,770 7,880 15,550 7,770

7ー1 15,770 7,880 15,550 7,770

7ー2 15,770 7,880 15,550 7,770

8 17,400 8,700 17,100 8,550

（1人当たりの月額）

339,001-397,000円

397,001円以上

4ー3

54,701-

77,100円

77,101-97,000円

97,001-108,400円

108,401-169,000円

169,001-190,300円

4ー1
48,601-

50,900円

4ー2
50,901-

54,700円

190,301-301,000円

301,001-339,000円

生活保護

非課税

3ー1 均等割のみ

3ー2
1-48,600

円

階層 市民税所得割
標準

第1子 第2子 第2子第1子

短

4歳以上
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（３）（３）（３）（３）認定こども園保育料（１号認定・２号認定）認定こども園保育料（１号認定・２号認定）認定こども園保育料（１号認定・２号認定）認定こども園保育料（１号認定・２号認定）    

幼稚園保育料（１号認定）、保育所保育料（２号認定）に準じて段階的無

償化を行いますので、認定区分に応じ、それぞれの保育料基準表をご参照

ください。 

ただし、平成２８年度に神津こども園に入園した子ども（１号認定）に

ついては、平成３０年度の半額無償化は、以下の基準表のとおりとなりま

す。 

 

◇神津こども園【平成２８年度入園の子ども（１号認定）】 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1子 第2子 第1子 第2子

1 0 0 0 0

2ー1 非課税 ※要保護 0 0 0 0

2ー2 均等割のみ 1,000 0 500 0

※要保護 1,850 0 920 0

3,700 1,850 1,850 920

※要保護 2,750 0 1,370 0

5,500 2,750 2,750 1,370

※要保護 3,000 0 1,500 0

9,700 4,850 4,850 2,420

4 10,900 5,450 5,450 2,720

5 12,400 6,200 6,200 3,100

58,200-

77,100円

階層 市民税所得割
現行

77,101-211,200円

211,201円以上

平成30年度

（1人当たりの月額）

生活保護

3ー1 1-47,400円

3ー2
47,401-

58,200円

3ー3
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利用者負担額表の参照の際の注意点 

【要保護欄の適用となる世帯】 

� 単親家庭、同居者が障害者手帳等の交付を受けている世帯、特

別児童扶養手当支給対象の子どもがいる世帯、同居者が障害基

礎年金を受給している世帯  

 

【第２子以降のカウントの仕方】 

� １号認定の利用者負担額 

幼稚園年少から小学校 3 年までの範囲で、最年長の子どもから

順に 2 人目は「第２子」、3 人目以降については「第３子」とし

ます。 

� ２・３号認定の利用者負担額については、同一世帯から２人以

上の小学校就学前子どもが、認可保育所・幼稚園・認定こども

園・地域型保育事業・特別支援施設等に入所又は児童発達支援

若しくは医療型児童発達支援を利用している場合、年齢の高い

方から２番目の子どもは「第２子」、３番目以降の子どもは「第

３子」となります。 

� ただし、市民税所得割の額の合計額が 77,101 円（１号認定）

57,700 円（２・３号認定）未満の世帯については年齢制限を撤

廃します。 
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（４）（４）（４）（４）私学助成を受ける私学助成を受ける私学助成を受ける私学助成を受ける私立幼稚園私立幼稚園私立幼稚園私立幼稚園    

（実費負担などを含まず）    

私立幼稚園毎に保育料・入園料が設定されるため、統一的な補助金額を

お示しすることはできませんが、下記のようなイメージとなります。 

 

《イメージ図》【再掲】 

 

（※）延長保育や教材費などの保護者の実費負担などは対象となりません。 

 

 

 

 

 

 

  

【半額無償化】 【半額無償化】 【全額無償化】

H30年度 H31年度 H32年度

無償部分 無償部分
無償部分

各私立幼

稚園の保

育料・入園
料の設定

により異な
ります。

私立幼稚園

保育料

（私学助成）

13,400円 6,700円 6,700円 0円

11,600円

4・5歳児

就園奨励費補助金

25,000円
例）私立幼稚園（保育料25,000円/月と仮定）

第３階層の場合

月額保育料

差引自己負担額
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７７７７    必要経費と財源（概算）必要経費と財源（概算）必要経費と財源（概算）必要経費と財源（概算）    

幼児教育の充実策として実施する公立幼稚園の再編に伴う運営費の効率

化や園跡地の売却等により発生する財源を活用しながら、予算の範囲内で

取り組みを進めます。 

 

【必要経費に対する財源計画】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

（単位：百万円）

H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 合計

73 261 1,925 321 1,457 284 283 282 281 281 5,448

公立幼稚園運営費の
効率化

△ 16 △ 25 78 75 117 116 115 114 114 114 802

公立幼稚園の土地売
却等

0 197 1,759 158 1,253 81 81 81 81 81 3,772

その他 89 89 88 88 87 87 87 87 86 86 874

323 397 589 665 595 607 605 598 591 586 5,556

公立幼稚園の充実 4 4 58 58 55 55 55 55 55 55 454

認定こども園の整備 62 141 38 123 69 78 82 82 82 82 839

幼児教育の無償化 257 252 493 484 471 474 468 461 454 449 4,263

250 136 △ 1,336 344 △ 862 323 322 316 310 305 108

250 386 △ 950 △ 606 △ 1,468 △ 1,145 △ 823 △ 507 △ 197 108累計

財源見込額①

内
訳

必要経費見込額②

内
訳

単年度比較（②－①）

◇１０年間で、更に、約１０８百万円（約１１百万円/年）の財源が必要な状

況ですが、引き続き行革努力を行うとともに、これまでの行財政運営の効率化

により積み上げた財政調整基金などにより対応していきます。 
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【参考】【参考】【参考】【参考】    

＊認可外保育施設（保育所待機児童に限る）＊認可外保育施設（保育所待機児童に限る）＊認可外保育施設（保育所待機児童に限る）＊認可外保育施設（保育所待機児童に限る）    

保育料・入園料（実費負担などを含まず）を対象とし、保育所保育料（２

号認定）の段階的に無償化する額を上限として補助します。 

  具体的な補助金額の上限は下記のとおり。 

 

 

第1子 第2子

1 0 0 0 0

2ー1 ※要保護 0 0 0 0

2ー2 1,250 0 2,500 0

※要保護 1,250 0 2,500 0

2,500 1,250 5,000 2,500

※要保護 1,500 0 3,000 0

3,500 1,750 7,000 3,500

※要保護 1,500 0 3,000 0

4,400 2,200 8,800 4,400

※要保護 1,500 0 3,000 0

5,400 2,700 10,800 5,400

※要保護 1,500 0 3,000 0

6,750 3,380 13,500 6,750

6,750 3,380 13,500 6,750

5ー1 7,890 3,950 15,770 7,890

5ー2 7,890 3,950 15,770 7,890

6ー1 7,890 3,950 15,770 7,890

6ー2 7,890 3,950 15,770 7,890

7ー1 7,890 3,950 15,770 7,890

7ー2 7,890 3,950 15,770 7,890

8 8,700 4,350 17,400 8,700

階層 市民税所得割
第1子 第2子

54,701-

77,100円

77,101-97,000円

生活保護

非課税

3ー1 均等割のみ

3ー2
1-48,600

円

108,401-169,000円

169,001-190,300円

190,301-301,000円

301,001-339,000円

339,001-397,000円

4ー1
48,601-

50,900円

4ー2
50,901-

54,700円

4ー3

（1人当たりの月額）

平成３０年度から 平成３２年度から

397,001円以上

97,001-108,400円


